
９
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
94
号
「
統
合
保
育
所
建

設
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に

つ
い
て
」

　
港
町
、
宮
沖
、
和
田
の
３

保
育
所
を
統
合
し
て
、
円
一

町
二
丁
目
に
新
設
の
保
育
所

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び

市
内
で
初
の
設
置
と
な
る
病

児
保
育
室
を
一
体
的
に
整
備

す
る
た
め
、
そ
の
請
負
契
約

を
締
結
す
る
。

問  

設
備
工
事
の
入
札
時
期

は
。

答  

設
備
工
事
に
つ
い
て
は

10
月
５
日
の
入
札
を
予
定
し

て
い
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
十
分
な
防
犯

対
策
を
講
じ
ら
れ
る
よ
う
意

見
が
あ
っ
た
。

　採
決
の
結
果
、
全
員
一
致

提
案
理
由
を
了
と
し
、
原
案

ど
お
り
可
決
し
た
。

行
政
視
察
報
告

栃
木
県
那
須
塩
原
市

車
座
談
議（
地
域
担
当
職
員
）

に
つ
い
て

　
車
座
談
議
と
は
、
自
ら
の

地
域
を
ど
う
す
べ
き
か
を
、

市
民
と
行
政
が
一
体
と
な
り

地
域
の
課
題
を
考
え
解
決
策

を
討
議
、
実
践
し
て
い
く
協

働
の
ま
ち
づ
く
り
を
行
う
市
民

組
織
で
あ
る
。

　
こ
の
車
座
は
公
民
館
単
位

に
あ
り
、
こ
の
構
成
員
と
し

て
部
長
級
１
名
、
課
長
級
１

名
、
班
員
４
名
（
公
民
館
職

員
１
名
含
む
）
の
６
名
が
地

域
担
当
職
員
と
し
て
参
加
し

地
域
の
役
員
と
討
議
を
し
、

課
題
解
消
に
取
り
組
ん
で
お

り
、
市
か
ら
の
情
報
提
供
、

人
的
支
援
等
も
目
的
と
し
て

い
る
。

新
潟
県
長
岡
市

総
合
窓
口
と
コ
ン
シ
ェ
ル

ジ
ュ
に
つ
い
て

　
新
庁
舎
建
設
に
あ
わ
せ
総

合
窓
口
の
導
入
と
コ
ン
シ
ェ

ル
ジ
ュ
（
市
役
所
業
務
を
広

く
紹
介
し
、案
内
す
る
職
員
）

を
配
置
さ
れ
、
庁
舎
に
来
ら

れ
る
市
民
へ
の
サ
ー
ビ
ス
向

上
を
図
ら
れ
て
い
る
。

　
総
合
窓
口
を
ワ
ン
フ
ロ
ア

に
設
置
す
る
こ
と
で
「
行
き

や
す
い
、
案
内
し
や
す
い
窓

口
」
と
し
、
一
つ
の
窓
口

で
業
務
が
完
了
す
る
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
も
合
わ
せ

て
導
入
、
拡
充
さ
れ
て
い
る
。

　
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
は
、
窓

口
等
の
ご
案
内
、
取
次
ぎ

サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
と
し
て
配

置
さ
れ
て
い
る
が
、
業
務
外

の
相
談
も
受
け
る
こ
と
で
、

総
合
的
に「
お
客
様
満
足
度
」

を
高
め
て
い
る
。

９
月
定
例
会
付
託
議
案
審
議

議
第
95
号
「
三
原
市
保
育
所

設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部

改
正
に
つ
い
て
」

議
案
の
要
旨　

　
三
原
市
立
幼
稚
園
・
保
育

所
適
性
配
置
第
1
期
実
施
計

画
に
基
づ
く
保
育
所
の
統
廃

合
に
よ
り
、
港
町
保
育
所
を

平
成
25
年
３
月
31
日
を
も
っ

て
廃
止
す
る
た
め
、
条
例
を

一
部
改
正
す
る
。

　
主
な
質
疑
の
内
容

問  

９
月
定
例
会
に
議
案
を

提
出
し
た
理
由
は
。

答  

今
年
12
月
か
ら
平
成
25

年
度
の
入
所
受
付
が
始
ま
る

た
め
、
そ
れ
ま
で
に
市
民
に

向
け
て
、
港
町
保
育
所
の
廃

止
に
つ
い
て
周
知
す
る
時
間

が
必
要
で
あ
る
た
め
、
早
め

の
提
出
と
な
っ
た
。

問  

一
旦
、
宮
沖
保
育
所
に

統
合
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、

施
設
的
に
は
間
に
合
う
の
か
。

ま
た
、
現
在
の
港
町
保
育
所

分
の
定
員
は
ど
う
な
る
の
か
。

他
の
保
育
所
の
定
員
に
割
り

当
て
て
募
集
を
行
う
の
か
。

答  

条
例
の
改
正
に
よ
り
港

町
保
育
所
分
の
定
員
45
は
減

と
な
る
。
な
お
、
平
成
25
年

４
月
に
お
け
る
港
町
保
育
所

の
利
用
希
望
者
数
を
14
人
と

想
定
し
て
お
り
、
こ
の
14
人

の
希
望
者
に
つ
い
て
は
宮
沖

保
育
所
の
定
員
に
余
裕
（
定

員
１
５
０
人
に
対
し
て
、
現

在
の
入
所
児
童
数
は
１
２
５

人
）
が
あ
る
た
め
、
こ
ち
ら

で
受
け
入
れ
を
す
る
こ
と
が

十
分
可
能
で
あ
る
。

問  

統
合
保
育
所
の
開
所
時

期
は
い
つ
か
。

答  

平
成
25
年
10
月
を
予
定

し
て
い
る
。

　採
決
の
結
果
、
全
員
一
致

提
案
理
由
を
了
と
し
、
原
案

ど
お
り
可
決
し
た
。

常
任
委
員
会
報
告

総
務
財
務
委
員
会

福
祉
文
教
委
員
会

港町保育所

総合窓口の視察
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９
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
96
号
「
三
原
市
防
災
会

議
条
例
及
び
三
原
市
災
害
対

策
本
部
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て
」

問  

今
回
「
災
害
対
策
基
本

法
」
の
改
正
に
よ
り
、
対
応

が
ス
ム
ー
ズ
に
な
る
と
す
れ

ば
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る

の
か
。

答  

大
規
模
且
つ
広
域
な
災

害
が
起
き
た
時
に
、
情
報
の

収
集
･
伝
達
・
共
有
を
強
化

し
、
地
方
公
共
団
体
間
の
応

援
業
務
等
に
係
る
都
道
府
県

と
国
の
調
整
規
定
が
拡
充
・

新
設
さ
れ
、
対
象
業
務
も
拡

大
さ
れ
る
。
救
援
物
資
等
を

被
災
地
に
確
実
に
供
給
す
る

仕
組
み
を
創
設
す
る
。
防
災

会
議
の
委
員
に
防
災
組
織
を

構
成
す
る
者
や
、
学
識
経
験

者
を
追
加
す
る
こ
と
で
、
防

災
計
画
の
策
定
に
様
ざ
ま
な

意
見
を
反
映
で
き
る
こ
と
な

ど
で
あ
る
。

議
第
97
号
「
三
原
市
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ホ
ー
ム
設
置
及
び
管

理
条
例
及
び
三
原
市
集
会
所

設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部

改
正
に
つ
い
て
」

問  

こ
れ
ま
で
、
維
持
管
理

費
は
、
ど
の
程
度
市
が
補
助

し
て
い
た
の
か
。

答  

合
併
前
か
ら
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ホ
ー
ム
に
よ
っ
て
、

委
託
料
や
補
助
金
を
出
し
て

い
た
と
こ
ろ
、
住
民
が
す
べ

て
維
持
管
理
を
し
て
い
た
と

こ
ろ
な
ど
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ

た
。
こ
の
た
め
、
一
部
を
拠

点
施
設
と
し
て
残
し
、
他
は

地
元
住
民
組
織
へ
移
管
し
、

希
望
に
即
し
た
施
設
の
有
効

活
用
を
図
っ
て
い
く
。

問  

施
設
の
移
管
事
業
は
、

今
年
度
中
に
完
了
す
る
と
の

こ
と
だ
が
、
結
論
を
出
せ
な

い
地
域
が
出
た
場
合
は
ど
う

す
る
の
か
。

答  

こ
れ
ま
で
、
地
域
・
住

民
組
織
へ
移
管
期
限
、
維
持

管
理
費
の
地
元
負
担
等
の
説

明
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
中

で
す
で
に
回
答
を
い
た
だ
い

た
地
域
と
の
整
合
性
を
保
つ

た
め
に
も
今
年
度
中
に
結
論

が
出
せ
る
よ
う
、
今
後
も
地

域
に
出
向
い
て
説
明
を
行
っ

て
い
き
た
い
。

議
第
98
号
「
三
原
市
廃
棄
物

の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
」

　
家
庭
系
可
燃
ご
み
の
減
量

と
再
資
源
化
を
促
進
す
る
た

め
、
そ
の
排
出
方
法
を
見
直

す
と
と
も
に
、
一
般
廃
棄
物

処
理
施
設
に
置
く
技
術
管
理
者

の
資
格
に
関
す
る
規
定
を
加
え

る
た
め
関
係
条
例
を
整
備
す
る
。

問  

古
紙
・
紙
類
が
ご
み
減

量
化
の
進
ま
な
い
原
因
で
あ

れ
ば
、
古
紙
回
収
を
す
る
考

え
は
な
い
か
。

答  

古
紙
回
収
を
始
め
る
う

え
で
今
の
収
集
体
制
で
対
応

で
き
る
か
な
ど
の
検
討
す
べ

き
課
題
も
多
い
た
め
、
現
在

町
内
会
や
子
ど
も
会
で
実
施

し
て
い
た
だ
い
て
い
る
廃
品

回
収
へ
の
補
助
を
継
続
し
な

が
ら
、
古
紙
類
の
資
源
化
ご

み
回
収
へ
む
け
検
討
を
す
る
。

　
こ
の
他
２
件
の
条
例
改
正

を
含
め
た
４
件
に
つ
い
て
採

決
の
結
果
、
全
会
一
致
、
議
第

98
号
に
つ
い
て
は
賛
成
多
数
に

よ
り
原
案
ど
お
り
可
決
し
た
。

９
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
１
０
１
号
「
住
居
表
示

を
実
施
す
る
区
域
及
び
当
該

区
域
に
お
け
る
住
居
表
示
の

方
法
に
つ
い
て
」

　
幸
崎
能
地
二
丁
目
、
幸
崎

能
地
四
丁
目
、
幸
崎
町
能
地

の
そ
れ
ぞ
れ
一
部
と
糸
崎
九

丁
目
の
埋
め
立
て
に
よ
っ
て

新
た
に
生
じ
た
土
地
に
つ
い

て
住
居
表
示
を
実
施
す
る
区

域
と
し
、実
施
方
法
は
、「
街

区
方
式
」
と
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
議
会
の
議
決
を
求
め

た
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

問  

住
居
表
示
を
実
施
す
る

区
域
は
都
市
計
画
区
域
に
該

当
す
る
の
か
。

答  

糸
崎
九
丁
目
は
、
都
市

計
画
法
上
の
市
街
化
区
域
の

工
業
地
域
で
あ
る
。
幸
崎
能

地
二
丁
目
、
幸
崎
能
地
四
丁

目
、
及
び
幸
崎
町
能
地
は
、

都
市
計
画
区
域
外
で
あ
る
。

問  
「
街
区
方
式
」
と
「
道

路
方
式
」
の
違
い
は
。

答  

「
街
区
方
式
」
は
、
町

の
区
域
を
道
路
、
河
川
、
鉄

道
な
ど
恒
久
的
な
施
設
に

よ
っ
て
区
画
さ
れ
た
地
域
に

つ
け
ら
れ
る
街
区
を
、
街
区

符
号
と
そ
の
地
域
内
の
建
物

に
つ
け
ら
れ
る
住
居
番
号
を

用
い
て
表
示
す
る
方
法
で
あ

る
。「
道
路
方
式
」
は
、
道

路
の
名
称
と
道
路
に
接
す
る

建
物
に
つ
け
ら
れ
る
住
居
番

号
を
用
い
て
表
示
す
る
方
法

で
あ
る
。
三
原
市
は
「
街
区

方
式
」
を
採
用
し
て
い
る
。

問  

将
来
、
松
浜
２
工
区
が

埋
め
立
て
ら
れ
た
と
き
の
町

名
は
。

答  

松
浜
２
工
区
の
町
名
は

現
在
の
と
こ
ろ
未
定
で
あ
る
。

問  

東
部
共
同
調
理
場
の
住

居
表
示
は
ど
の
よ
う
に
な
る

の
か
。

答  

こ
の
議
案
が
議
決
さ
れ

た
後
、「
糸
崎
九
丁
目
」
に

続
く
街
区
符
号
（
○
番
）
と

住
居
番
号
（
○
号
）
を
つ
け

る
こ
と
と
な
る
。

問  

住
居
表
示
が
実
施
さ
れ

た
と
き
の
本
籍
の
表
し
方
は
。

答  

本
籍
は
従
来
の
地
番
で

の
表
示
と
な
る
が
、
届
出
に

よ
り
、
地
番
か
ら
街
区
符
号

に
変
更
が
可
能
で
あ
る
。

【
例
】「
糸
崎
九
丁
目
８
７
６

５
番
地
」
が
「
糸
崎
九
丁
目

８
番
」
と
変
更
で
き
る
。

　　
採
決
の
結
果
、
全
員
一
致

提
案
理
由
を
了
と
し
、
原
案

ど
お
り
可
決
し
た
。

生
活
経
済
委
員
会

建
設
都
市
委
員
会
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